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〇

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
（
抄
）

（
旅
費
の
支
給
）

第
三
条

職
員
が
出
張
し
、
又
は
赴
任
し
た
場
合
に
は
、
当
該
職
員
に
対
し
、
旅
費
を
支
給
す
る
。

２

職
員
、
そ
の
配
偶
者
又
は
そ
の
遺
族
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
旅
費
を
支
給
す
る
。

一

（
略
）

二

職
員
が
出
張
又
は
赴
任
の
た
め
の
内
国
旅
行
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
当
該
職
員
の
遺
族

三

職
員
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
員
の
本
邦
に
あ
る
遺
族
が
そ
の
死
亡
の
日
の
翌
日
か
ら
三
月
以
内
に
そ
の
居
住
地
を
出
発
し
て
帰
住
し
た

と
き
は
、
当
該
遺
族

四

職
員
が
、
外
国
の
在
勤
地
に
お
い
て
退
職
等
と
な
り
、
一
定
の
期
間
内
に
本
邦
に
帰
住
し
、
又
は
出
張
若
し
く
は
赴
任
の
た
め
の
外
国
旅
行
中
に
退
職

等
と
な
つ
た
場
合
（
当
該
退
職
等
に
伴
う
旅
行
を
必
要
と
し
な
い
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
当
該
職
員

五

職
員
が
、
外
国
の
在
勤
地
に
お
い
て
死
亡
し
、
又
は
出
張
若
し
く
は
赴
任
の
た
め
の
外
国
旅
行
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
当
該
職
員
の
遺
族

六

外
国
在
勤
の
職
員
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
員
の
外
国
に
あ
る
遺
族
（
配
偶
者
及
び
子
に
限
る
。
）
が
そ
の
死
亡
の
日
の
翌
日
か
ら
三
月

以
内
に
そ
の
居
住
地
を
出
発
し
て
帰
住
し
た
と
き
は
、
当
該
遺
族

七
・
八

（
略
）

３

（
略
）

４

職
員
又
は
職
員
以
外
の
者
が
、
国
の
機
関
の
依
頼
又
は
要
求
に
応
じ
、
公
務
の
遂
行
を
補
助
す
る
た
め
、
証
人
、
鑑
定
人
、
参
考
人
、
通
訳
等
と
し
て
旅

行
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
旅
費
を
支
給
す
る
。

５

第
一
項
、
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
他
の
法
律
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
そ
の
他
国
費
を
支
弁
し
て
旅
行
さ
せ
る
必

要
が
あ
る
場
合
に
は
、
旅
費
を
支
給
す
る
。

６
・
７

（
略
）

（
旅
費
の
請
求
手
続
）

第
十
三
条

（
略
）

２

概
算
払
に
係
る
旅
費
の
支
給
を
受
け
た
旅
行
者
は
、
当
該
旅
行
を
完
了
し
た
後
所
定
の
期
間
内
に
、
当
該
旅
行
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
旅
費
の
精

算
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

支
出
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
精
算
の
結
果
過
払
金
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
所
定
の
期
間
内
に
、
当
該
過
払
金
を
返
納
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

支
出
官
等
は
、
そ
の
支
出
し
、
又
は
支
払
つ
た
概
算
払
に
係
る
旅
費
の
支
給
を
受
け
た
旅
行
者
が
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
旅
費
の
精
算
を
し
な
か
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つ
た
場
合
又
は
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
過
払
金
を
返
納
し
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
支
出
官
等
が
そ
の
後
に
お
い
て
そ
の
者
に
対
し
支
出
し
、
又
は

支
払
う
給
与
又
は
旅
費
の
額
か
ら
当
該
概
算
払
に
係
る
旅
費
額
又
は
当
該
過
払
金
に
相
当
す
る
金
額
を
差
し
引
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
～
７

（
略
）

〇

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
（
抄
）

（
目
的
及
び
適
用
範
囲
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
次
に
掲
げ
る
国
家
公
務
員
（
以
下
「
特
別
職
の
職
員
」
と
い
う
。
）
の
受
け
る
給
与
及
び
公
務
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
補
償
に
つ
い

て
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

五

内
閣
法
制
局
長
官

六

内
閣
官
房
副
長
官

七

内
閣
危
機
管
理
監

七
の
二

国
家
安
全
保
障
局
長

八

内
閣
官
房
副
長
官
補
、
内
閣
広
報
官
及
び
内
閣
情
報
官

九

常
勤
の
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官

十

副
大
臣

十
一

大
臣
政
務
官

十
一
の
二

常
勤
の
大
臣
補
佐
官

十
一
の
三

デ
ジ
タ
ル
監

十
二

国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
の
常
勤
の
会
長
及
び
常
勤
の
委
員

十
三

公
正
取
引
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員

十
四

国
家
公
安
委
員
会
委
員

十
四
の
二

個
人
情
報
保
護
委
員
会
の
委
員
長
及
び
常
勤
の
委
員

十
四
の
三

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
委
員
長
及
び
常
勤
の
委
員

十
五

公
害
等
調
整
委
員
会
の
委
員
長
及
び
常
勤
の
委
員

十
六

中
央
労
働
委
員
会
の
常
勤
の
公
益
を
代
表
す
る
委
員

十
六
の
二

運
輸
安
全
委
員
会
の
委
員
長
及
び
常
勤
の
委
員
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十
六
の
三

原
子
力
規
制
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員

十
七

総
合
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
会
議
の
常
勤
の
議
員

十
八

原
子
力
委
員
会
委
員
長

十
八
の
二

再
就
職
等
監
視
委
員
会
委
員
長

十
九

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
委
員
長

二
十

公
認
会
計
士
・
監
査
審
査
会
会
長

二
十
一

中
央
更
生
保
護
審
査
会
委
員
長

二
十
二

削
除

二
十
三

社
会
保
険
審
査
会
委
員
長

二
十
四

削
除

二
十
五

食
品
安
全
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

二
十
六

原
子
力
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

二
十
七

削
除

二
十
八

公
益
認
定
等
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

二
十
九

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
委
員

三
十

公
認
会
計
士
・
監
査
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

三
十
一

地
方
財
政
審
議
会
委
員

三
十
一
の
二

行
政
不
服
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

三
十
一
の
三

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

三
十
二

国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

三
十
三

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

三
十
四

中
央
更
生
保
護
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

三
十
五

削
除

三
十
六

労
働
保
険
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

三
十
七

社
会
保
険
審
査
会
委
員

三
十
八

運
輸
審
議
会
の
常
勤
の
委
員

三
十
九

土
地
鑑
定
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

四
十

削
除
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四
十
一

公
害
健
康
被
害
補
償
不
服
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

四
十
二
～
七
十
五

（
略
）

〇

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
（
抄
）

第
六
条

俸
給
表
の
種
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
各
俸
給
表
の
適
用
範
囲
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
俸
給
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

行
政
職
俸
給
表
（
別
表
第
一
）

イ

行
政
職
俸
給
表
㈠

ロ

（
略
）

二
～
十

（
略
）

十
一

指
定
職
俸
給
表
（
別
表
第
十
一
）

２
・
３

（
略
）

〇

旅
行
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
（
抄
）

（
変
更
登
録
等
）

第
六
条
の
四

旅
行
業
の
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
「
旅
行
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
業
務
の
範
囲
に
つ
い
て
変
更
を
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
観
光
庁
長
官
の
行
う
変
更
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４

（
略
）

〇

外
務
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
（
抄
）

（
休
暇
帰
国
）

第
二
十
三
条

外
務
大
臣
は
、
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
う
ち
一
又
は
二
以
上
の
在
外
公
館
に
引
き
続
き
勤
務
す
る
期
間
（
不
健
康
地
そ
の
他
こ

れ
に
類
す
る
地
域
で
外
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
あ
る
在
外
公
館
に
あ
つ
て
は
、
勤
務
す
る
期
間
一
月
に
つ
き
一
月
を
加
算
し
た
期
間
）
が
三
年
を
こ
え

る
者
に
対
し
、
三
年
に
つ
き
一
回
、
二
月
以
内
の
期
間
（
勤
務
地
と
本
邦
と
の
間
を
往
復
す
る
に
要
す
る
期
間
を
除
く
。
）
の
休
暇
の
た
め
の
帰
国
（
以
下

「
休
暇
帰
国
」
と
い
う
。
）
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
。

２

特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
休
暇
帰
国
の
期
間
は
、
前
項
に
定
め
る
期
間
に
二
月
以
内
の
期
間
を
加
え
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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３

第
一
項
の
休
暇
は
、
有
給
休
暇
と
す
る
。

４

前
三
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
外
、
休
暇
帰
国
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
外
務
省
令
で
定
め
る
。

〇

会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
（
抄
）

第
十
七
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
交
通
通
信
の
不
便
な
地
方
で
支
払
う
経
費
、
庁
中
常
用
の
雑
費
そ
の
他
経
費
の
性
質
上
主
任
の
職
員
を
し
て
現
金
支
払
を
な

さ
し
め
な
け
れ
ば
事
務
の
取
扱
に
支
障
を
及
ぼ
す
よ
う
な
経
費
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
を
し
て
現
金
支
払
を
な
さ
し
め
る
た
め
、

政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
資
金
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
四
条

（
略
）

②
・
③

（
略
）

④

各
省
各
庁
の
長
又
は
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
職
員
は
、
支
出
官
と
い
う
。

第
四
十
六
条
の
三

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
事
故
が
あ
る
場
合
（
こ
れ
ら
の
者
が
第
四
条
の
二
第
四
項
（
第
十
三
条
第
四
項
、
第
十
三
条
の
三

第
三
項
、
第
二
十
四
条
第
三
項
及
び
第
二
十
九
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
官
職
に
あ
る
者
で
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
官
職
に
あ
る
者
が
欠
け
た
と
き
を
含
む
。
）
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
各
省
各
庁
所
属
の

職
員
又
は
他
の
各
省
各
庁
所
属
の
職
員
に
そ
の
事
務
を
代
理
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

②

（
略
）

第
四
十
八
条

国
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
歳
入
、
歳
出
、
歳
入
歳
出
外
現
金
、
支
出
負
担
行
為
、
支
出
負
担
行
為
の
確
認
又
は
認
証
、
契

約
（
支
出
負
担
行
為
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
繰
越
し
の
手
続
及
び
繰
越
明
許
費
に
係
る
翌
年
度
に
わ
た
る
債
務
の
負
担
の
手
続
に
関

す
る
事
務
を
、
都
道
府
県
の
知
事
又
は
知
事
の
指
定
す
る
職
員
が
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
・
③

（
略
）

〇

刑
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
一
号
）
（
抄
）

（
証
人
等
の
旅
費
）
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第
三
条

証
人
等
の
旅
費
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
路
程
賃
及
び
航
空
賃
の
四
種
と
し
、
鉄
道
賃
は
鉄
道
の
便
の
あ
る
区
間
の
陸
路
旅
行
に
、
船
賃
は
船
舶
の
便

の
あ
る
区
間
の
水
路
旅
行
に
、
路
程
賃
は
鉄
道
の
便
の
な
い
区
間
の
陸
路
旅
行
又
は
船
舶
の
便
の
な
い
区
間
の
水
路
旅
行
に
、
航
空
賃
は
航
空
機
を
利
用
す

べ
き
特
別
の
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
航
空
旅
行
に
つ
い
て
支
給
す
る
。

２

鉄
道
賃
及
び
船
賃
は
旅
行
区
間
の
路
程
に
応
ず
る
旅
客
運
賃
（
は
し
け
賃
及
び
さ
ん
橋
賃
を
含
む
も
の
と
し
、
運
賃
に
等
級
を
設
け
る
線
路
又
は
船
舶
に

よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、
運
賃
の
等
級
を
三
階
級
に
区
分
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
中
級
以
下
で
裁
判
所
が
相
当
と
認
め
る
等
級
の
、
運
賃
の
等
級
を
二
階
級

に
区
分
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
裁
判
所
が
相
当
と
認
め
る
等
級
の
運
賃
）
、
急
行
料
金
（
特
別
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
で
片
道
百

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
は
特
別
急
行
料
金
、
普
通
急
行
列
車
又
は
準
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
で
片
道
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の
に
は
普
通
急
行
料
金
又
は
準
急
行
料
金
）
並
び
に
裁
判
所
が
支
給
を
相
当
と
認
め
る
特
別
車
両
料
金
及
び
特
別
船
室
料
金
並
び
に
座
席
指
定
料

金
（
座
席
指
定
料
金
を
徴
す
る
普
通
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
で
片
道
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
又
は
座
席
指
定
料
金
を
徴
す

る
船
舶
を
運
行
す
る
航
路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
の
場
合
の
座
席
指
定
料
金
に
限
る
。
）
に
よ
つ
て
、
路
程
賃
は
最
高
裁
判
所
が
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い

て
裁
判
所
が
定
め
る
額
に
よ
つ
て
、
航
空
賃
は
現
に
支
払
つ
た
旅
客
運
賃
に
よ
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
算
定
す
る
。

（
証
人
等
の
日
当
）

第
四
条

証
人
等
の
日
当
は
、
出
頭
又
は
取
調
べ
及
び
そ
れ
ら
の
た
め
の
旅
行
（
以
下
「
出
頭
等
」
と
い
う
。
）
に
必
要
な
日
数
に
応
じ
て
支
給
す
る
。

２

日
当
の
額
は
、
最
高
裁
判
所
が
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。

（
証
人
等
の
宿
泊
料
）

第
五
条

証
人
等
の
宿
泊
料
は
、
出
頭
等
に
必
要
な
夜
数
に
応
じ
て
支
給
す
る
。

２

宿
泊
料
の
額
は
、
最
高
裁
判
所
が
宿
泊
地
を
区
分
し
て
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。


